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開
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指
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ラ
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営
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す
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固
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会
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程
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改
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東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
十
九
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二

（第三面 別紙）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
別
記
第
二

十
二
号
様
式
の
十
二
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

削
除附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
三
号

総

務

局

環

境

局

福

祉

保

健

局

産

業

労

働

局

小

笠

原

支

庁

研
究
職
員
の
研
究
成
果
活
用
企
業
の
役
員
等
と
の
兼
業
許
可
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十

二
年
東
京
都
訓
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
二
公
益
財
団
法
人
東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

◉
東
京
都
訓
令
第
四
号

総

務

局

環

境

局

福

祉

保

健

局

産

業

労

働

局

小

笠

原

支

庁

研
究
職
員
の
株
式
会
社
の
監
査
役
と
の
兼
業
許
可
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
東
京

都
訓
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
二
公
益
財
団
法
人
東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

◉
東
京
都
訓
令
第
五
号

総

務

局

財

務

局

都

市

整

備

局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
百
三
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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第
三
条
の
表
建
築
指
導
第
一
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四

号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
条
の
表
建
築
指
導
第
二
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四

号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
条
の
表
建
築
指
導
第
三
課
の
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四

号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
六
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
令

和
四
年
三
月
三
十
日
付
け
で
小
平
市
小
川
四
番
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

北
品
川
四
谷

二

変
更
の
区
間

港
区
白
金
台
三
丁
目
五
十
八
番
六
地
内
か
ら
同
区
高
輪
三
丁
目
二
番
三
百
六
十
二

地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

飯
田
橋
石
神
井
新
座

二

供
用
開
始
の
区
間

練
馬
区
南
大
泉
三
丁
目
三
百
三
十
四
番
十

二
地
先
か
ら
同
所
三
百
三
十
三
番
三
十
四

地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日
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◉
東
京
都
告
示
第
三
百
九
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

飯
田
橋
石
神
井
新
座

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

練
馬
区
南
大
泉
三
丁
目
三
百
三
十
四
番
十
二
地
先
か
ら
同
所
三

百
三
十
三
番
三
十
四
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

下
石
神
井
大
泉

二

変
更
の
区
間

練
馬
区
下
石
神
井
六
丁
目
七
百
四
十
一
番
二
地

先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

変
更
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）１１



令和4年3月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17546号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

下
石
神
井
大
泉

二

供
用
開
始
の
区
間

練
馬
区
上
石
神
井
三
丁
目
七
百
四
十
二
番

六
地
先
か
ら
同
区
石
神
井
町
五
丁
目
八
百

三
番
二
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）１３
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

下
石
神
井
大
泉

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

練
馬
区
上
石
神
井
三
丁
目
七
百
四
十
二
番
六
地
先
か
ら
同
区
石

神
井
町
五
丁
目
八
百
三
番
二
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

江
戸
川
堤
防

二

変
更
の
区
間

江
戸
川
区
篠
崎
町
一
丁
目
二
百
五
十
六
番
地
先

か
ら
同
区
篠
崎
町
二
丁
目
二
百
八
十
一
番
三
地

先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和4年3月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17546号） １４



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）１５



令和4年3月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17546号） １６
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

江
戸
川
堤
防

二

供
用
開
始
の
区
間

江
戸
川
区
篠
崎
町
一
丁
目
二
百
五
十
六
番

地
先
か
ら
同
区
篠
崎
町
二
丁
目
二
百
八
十

一
番
三
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

府
中
相
模
原

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
東
中
野
字
一
号
八
十
七
番
二
地
先

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）１７



令和4年3月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17546号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

小
川
山
田
無

二

供
用
開
始
の
区
間

西
東
京
市
芝
久
保
町
三
丁
目
二
千
十
一
番

一
地
先
か
ら
同
所
二
千
九
番
二
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）１９
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

小
川
山
田
無

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

西
東
京
市
芝
久
保
町
三
丁
目
二
千
十
一
番
一
地
先
か
ら
同
所
二

千
九
番
二
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

神
戸
山
多
幸

二

供
用
開
始
の
区
間

神
津
島
村
字
鉄
砲
場
三
十
九
番
一
地
先
か

ら
同
所
百
四
十
五
番
一
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
四
月
一
日



令和4年3月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17546号） ２０



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）２１
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

神
戸
山
多
幸

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

神
津
島
村
字
鉄
砲
場
三
十
九
番
一
地
先
か
ら
同
所
百
四
十
五
番

一
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
四
月
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
明
治
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
四
年
四
月
一

日

東
京
都
立
代
々
木
公
園

別
図
⑵
の
と
お
り

令
和
四
年
四
月
一

日



令和4年3月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17546号） ２２



（第17546号）東 京 都 公 報令和4年3月30日（水曜日）２３
◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
一
号

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
十
五
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
公
園
保
全
立
体
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
公
園
緑
地
部
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

指
定
範
囲

指
定
年
月
日

東
京
都
立
明
治
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
四
月
一

日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
十
二
号

東
京
都
港
湾
環
境
整
備
負
担
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条

例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
に

実
施
す
る
港
湾
工
事
の
う
ち
、
負
担
対
象
工
事
と
し
て
指
定
し
よ
う

と
す
る
工
事
の
種
類
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

港
湾
環
境
整
備
施
設
（
施
設
の
敷
地
を
含
む
。
）
の
建
設
又
は

改
良
の
工
事

二

前
号
に
掲
げ
る
施
設
の
維
持
の
工
事

三

漂
流
物
の
除
去
そ
の
他
の
清
掃
の
た
め
の
工
事

規

則
（
公
）

東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
４
年
３
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
）

第
１
条

東
京
都
デ
ー
ト
ク
ラ
ブ
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
（
平
成
９
年
６
月
１７日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
か
ら
第
５
条
ま
で
の
規
定
中
「
正
副
２
部
」
を
削
る
。

（
歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
２
条

歓
楽
的
雰
囲
気
を
過
度
に
助
長
す
る
風
俗
案
内
の
防
止
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
１８年

５
月
２
日
東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
８
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
第
１
項
中
「
正
副
２
通
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
を
「
当
該
届
出
書
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
時
に
２
以
上
の
事
業
所
に
つ
い
て
前
条
第
１
項

の
届
出
（
同
項
第
１
号
の
届
出
に
あ
っ
て
は
、
第
２
条
第
２
項

第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
行
う
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
事
業
所
の
う
ち
い
ず
れ
か

１
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
当

該
届
出
書
を
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

第
４
条
第
２
項
を
削
る
。

（
特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

改
正
）

第
３
条

特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
２９年

５
月
１５日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１０条

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１０条

削
除

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
改
正
）

第
４
条

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
端
末
利
用
営
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
２２年

４
月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
４
条
か
ら
第
６
条
ま
で
の
規
定
中
「
正
副
２
部
」
を
削
る
。

第
８
条
第
１
号
ウ
中
「
国
民
年
金
法
（
昭
和
３４年

法
律
第
１４１

号
）
第
１３条

第
１
項
に
規
定
す
る
国
民
年
金
手
帳
、
」
を
削
り
、

同
号
エ
中
「
第
１０４条

の
４
第
５
項
」
の
次
に
「
（
同
法
第
１０５条

第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
固
評
審
）

◉
東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
一
号

東
京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日東

京
都
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

目
次
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
七
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
）

第
三
十
七
条

審
査
申
出
人
が
、
委
員
会
に
対
し
て
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
用
い
て
申
請
等
を
行
う
場
合
は
、
東
京
電
子
自
治
体
共

同
運
営
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ

る
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
電
子
情
報
処
理
規
程
（
平
成
三

年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
七
号
）
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
十
九
号

東
京
都
交
通
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
交
通
局
規
程
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
交
通
局
長
代
理
次
長
印
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
中
５
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

削
除附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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